
　自治協議会共創補助金は，自治協議会が行う公益的な活動に活用できる補助金で
あり，地域の実情に合わせた効果的な事業の実施により，地域コミュニティの基盤強化
や活性化に寄与していることから，補助の継続が必要である。

補助金の終期

       補助金調書

交　付　先

（公募の場合）
応募要件

随時

（非公募の場合）
非公募の理由

令和2

補助金の目的
及び

補助対象事業

延長回数 1

自治協議会 区分

市民局ｺﾐｭﾆﾃｨ推進部
ｺﾐｭﾆﾃｨ推進課（ＴＥＬ　733-5161）

担当課
（連絡先）

回

終期を延長する
理由

【目的】
　自治協議会が主体的に行うまちづくり活動を支援し，住民自治及び市民と行政との共
働によるまちづくりを推進することを目的として交付する。
【補助対象事業】
　補助金を交付する対象となる事業は，自治協議会が実施する事業であって次の各号
に掲げるもの。
　(1) 安全・安心に関する次に掲げる事業
　　イ　交通安全に関する事業
　　ロ　防災に関する事業
　　ハ　防犯に関する事業
　(2) 子どもに関する次に掲げる事業
　　イ　子どもの健全育成・非行防止に関する事業
  (3) 環境に関する次に掲げる事業
　　イ　環境美化に関する事業
　　ロ　ごみ減量・リサイクル推進に関する事業
　(4) 健康に関する次に掲げる事業
　　イ　健康づくりに関する事業
　　ロ　集団献血に関する事業
　(5) スポーツに関する次に掲げる事業
　　イ　スポーツ・レクリエーションに関する事業
　(6) 男女共同参画に関する事業
　(7) その他地域の活性化や課題解決につながる事業
※補助金の交付を受ける自治協議会は，（1）～（6）に掲げる事業については，住みよ
いまちをつくるために必ず実施しなければならない，まちづくりの基本となる事業（まち
づくり基本事業）として，その全てを実施しなければならない。

補助金名 自治協議会共創補助金

（公募の場合）
公募時期

その他の補助金

交付先決定方法 　　公募

団体

福岡市自治協議会に関する要綱に定められた要件を満たし，登録している団体

補助開始年度

年度

平成16 17年度 年度経過年数



件 件 件 件

千円 千円 千円 千円

当該年度

【補助対象経費】
（1）事業費
　事業実施に係る経費で、下記の補助対象外経費を除く。（事業費補助対象外経費）

（２）運営費
　自治協議会の運営に要する経費とし、下記の補助対象経費のみとする。

【補助金の算定方法】
　補助金の額は、補助対象経費の総額の範囲内において下記に定める額を限度額とする。

補助金交付
による効果

　住みよいまちづくりのパートナーである自治協議会が主体的に行う地域活動を支援し、住民
自治及び市民と行政の共働によるまちづくりを推進することを目的に補助金を交付している。
　上記のまちづくり基本事業及びその他地域の活性化や課題解決につながる事業を実施する
ことにより、コミュニティの基盤強化や住民の自治意識の醸成が図られ、地域コミュニティの活
性化に寄与している。

前々々年度交付状況等
【上段：交付件数】

【下段：決算】
（※１）

前年度

前年度補助事業
の主な実施概要

○まちづくり基本事業
　・安全・安心に関する事業（交通安全街頭キャンペーン、夜間パトロール、防災訓練、防犯パト
ロールなど）
　・子どもに関する事業（球技大会、該当パトロール、子どもの集い、子ども文化祭など）
　・環境に関する事業（一斉清掃、ごみ減量啓発活動、環境啓発活動、路上違反広告物撤去活
動など）
　・健康に関する事業（健康教室、ウォーキング教室、各種検診、集団献血など）
　・スポーツに関する事業（各種スポーツ大会の開催など）
　・男女共同参画に関する事業（各種研修会、各種講演会の開催、広報紙発行など）
○その他地域の活性化や課題解決につながる事業
　・校区夏祭りの開催
　・校区運動会の開催
　・高齢者ふれあい活動
　・人権啓発活動　　　　　　　　　　　　　　など

 【間接補助の理由、再交付の配分基準・審査基準】

512,580532,370
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交付対象経費及び
補助金の算定方法等

前々年度

（151）

　定額

（間接補助の場合）
間接補助とする理由
及び再交付先への配

分基準、審査基準

※１：金額総額であり、複数の団体等に交付している場合、個々の団体等への交付額等を示すものではありま
せん。なお、当該年度は当初予算額を記載しております。また、前年度決算額について、補助額の確定が未
了のものは、交付件数および交付決定額を外数として（）書きで記載しております。

514,160(527,860)

150


